
 

 

議案第 1号 

                                    

桐生市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

案 

                                 

桐生市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。 

                                    

令和 5年 2月 16日提出 

                      

桐生市長 荒 木 恵 司   



 

 

桐生市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

桐生市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 13年桐生市条例第 1号)の一部

を次のように改正する。 

第 4条第 1項及び第 5条第 1項中「38万円」を「40万円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 



 

 

議 案 説 明 

 

議案第 1号 桐生市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条 

例案 

                                    

 桐生市議会政務活動費の額について、所要の改正を行おうとするもの

です。 


